
■ 2024年度決算（令和7年3月）の労働者派遣事業報告書に基づく情報 2025年6月30日更新

6 社（2024年度）

46,115 円（1日8時間当たり換算）

26,639 円（1日8時間当たり換算）

■ 2026年度　派遣労使協定に関する情報 2026年4月1日更新

以　上　

キャリアコンサルティング
の相談窓口及び連絡先

相談窓口：総務人事部　野村健一
電話番号：０７６-４３５－５４１２

福利厚生に関する事項
年次有給休暇・特別休暇制度，単身寮・借上社宅制度，貸付金制度，
利子補給制度，財形貯蓄制度，財形給付金制度，慶弔贈与金制度，
資格取得祝金制度，持株会等

労働者派遣法第３０条４第１
項の労使協定に関する事項
 (1)締結の有無
 (2)有効期間
 (3)対象となる労働者の範囲

(1) 有
(2) 2026年4月1日～2027年3月31日
(3) 期間を定めないで雇用される派遣労働者

賃金の平均額

マージン率

42.23%

教育訓練に関する事項

入職時等基礎的訓練（新入社員教育）
職能別訓練（基礎教育，実務教育）
階層別教育（一般社員教育，管理監督者教育）
その他の教育訓練（資格取得教育，技術教育）

派遣料金の平均額

労働者派遣事業に関する情報提供

派遣労働者数 3人（1日平均の換算），2025年6月1日現在　0人

派遣先事業所数

〔計算式〕

（当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは，これを四捨五入する。）

マージン率＝
派遣料金の平均額－派遣労働者の賃金の平均額

派遣料金の平均額

労働者派遣事業許可証　厚生労働大臣　派16-300224（平成30年11月1日許可）


	情報提供 (最終版)

